
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
大
学
の
成
立
の
時
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
予
定
）
に
お
い
て
、
当
該
公

立
大
学
法
人
奈
良
県
立
大
学
が
次
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
ま
す
の
で
、
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

こ
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
大
学
の
成
立
の
日
現
在
に
お
け
る
当
該
公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立

大
学
の
資
産
及
び
負
債
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
奈
良
県
地
域
振
興
部
教
育
振
興
課
に
お

い
て
債
権
者
の
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

承
継
す
る
権
利

１

奈
良
県
立
大
学
の
業
務
に
関
し
県
が
有
す
る
建
物

２

奈
良
県
立
大
学
に
関
し
て
締
結
し
て
い
る
契
約
上
の
権
利
（
引
き
続
き
公
立
大
学
法
人
奈
良
県

立
大
学
が
契
約
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

承
継
す
る
義
務

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
奈
良
県
立
大
学
に
係
る
未
払
債
務
（
平
成
二
十
六
年
度
出

納
整
理
期
間
中
に
県
が
支
払
う
債
務
を
除
く
。
）
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